
NO. 質問 回答

1

「仕様書、２．業務の内容」（１）①関係都府県への調査」につい

て

  調査の範囲は、水質汚濁防止法第14条第３項に基づき関係20都府

県に届出された内容をもとに調査するものであり、関係20都府県で

把握されている情報の範囲で行うもので、事業所への直接のヒアリ

ング等は、範囲に含まれないという理解でよろしいでしょうか。

関係都府県において把握している情報の範囲内で行うという認識で

差支えありません。
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